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北九州市告示第２９２号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、この告示により指定する形質変更時要届

出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市環境局環境監視

部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  平成３０年６月１４日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

 北九州市門司区新門司三丁目８１番５の一部 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロロエチレン、シス

－１，２－ジクロロエチレン、１，３－ジクロロプロペン、ジクロロメタン

、トリクロロエチレン、１，１，１－トリクロロエタン、１，１，２－トリ

クロロエタン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、クロロエチレン、カドミ

ウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合

物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合物、ふっ

素及びその化合物、チウラム、シマジン、チオベンカルブ並びに有機りん化

合物 

３ 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及び

その化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合

物並びにふっ素及びその化合物 

４ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第５８条第５項

第９号から第１１号までの該当性 

  土壌汚染対策法施行規則第５８条第５項第１１号（埋立地管理区域）に該

当 
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